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             ２０１２年５月 

中国特許代理事務所を評価する 

        アジア特許情報研究会 

伊藤徹男 

【抄録】 

 ここ数年、中国をはじめ、新興国に進出したいと希望する企業は後を絶たない。各国で事業（製品の販売の

みも含め）を展開する場合には、市場調査や各国における法制度の理解と共に特許出願などにより、市場参

入のための権利確保も重要な要素となる。 

 中国出願に際しては様々な問題があるが、出願事務を取扱う代理事務所についての論稿は少なく、競合他

社とのコンフリクトなども考慮して代理事務所を選択するにもその指標となるものがほとんど示されていない。 

そこで本稿では、中国代理事務所の出願取扱いデータを基に出願事務を依頼する中国代理人および代理

事務所の実態を紹介した。本稿で紹介した各事務所の出願取扱いデータを参考に新たな事務所選択の、特

に、日本の出願人、あるいは中国の代理事務所とコンタクトのない日本の代理事務所の参考になれば幸いで

ある。 
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１、はじめに 

 ここ数年、中国をはじめ、新興国に進出したいと希望する企業は後を絶たない。各国で事業（製品の販売の

みも含め）を展開する場合には、市場調査や各国における法制度の理解と共に特許出願などにより、市場参

入のための権利確保も重要な要素となる。 

 中国出願に際しては、誤訳トラブルによる「権利化できないクレーム」が数年前に話題となり、各社もクレーム

の再翻訳に力を入れるようになったが、出願事務を取り扱う中国代理事務所に関する情報は少なく、中国代理

事務所が自ら発信する日本語のホームページの情報だけからではその実力を計るすべもない。また、中国代

理事務所を比較した論稿もほとんどない 1)。 

 このような状況の下、競合他社とのコンフリクトも充分考慮することなく代理事務所を選択している状況がみら

れる。単に日本語に堪能な担当者がいるとか、古くから多くの日本出願人の利用実績もあり安心できるといっ

た安易な観点から選択してはいないであろうか。 

 そこで、本稿では中国において特許などを権利化するに当たり、出願事務を依頼する中国代理人および代

理事務所の実態について出願取扱いデータを基に紹介することとした。 

 

２、中国専利代理人と専利代理事務所の状況 

 日本など中国国外の出願人が中国で特許（実用新案や意匠、商標も同様）を出願するに際しては、中国国

内の特許代理事務所を利用しなければならないとされている（中国専利法第１９条）。中国では特許、実用新

案、意匠を含めて「専利」と呼称し、特許代理事務所も「専利代理事務所」または「専利代理機構」と呼称してい

るのでそれに倣って、以下「専利代理事務所」という。 

 日本の出願人が国内代理事務所を介さず、直接、中国の専利代理事務所に中国出願を依頼することは現

状では、まだ少ない。通常は、日頃から外国出願を依頼している国内代理事務所に中国専利代理事務所を指

定することなく出願依頼しているケースが多いと思われるが、最近では中国専利代理事務所からの訪問を受け、

直接依頼するケースも見受けられるようになった。これら日本のクライアントに積極的にアプローチしている、ま

たは、日本に事務所を構えている中国専利代理事務所の取扱件数が急激に伸びている。 

 中国代理人制度については、ジェトロ北京センターから 2006 年に発行された「中国弁理士制度」 2）に、特許

代理制度の歴史から専利代理事務所についてまで詳細に解説されている。また、中国専利代理事務所に関

する情報は、中国特許庁ホームページの「専利代理管理」（http://www.sipo.gov.cn/zldlgl/）の他、中華全国

専利代理人協会のホームページ（http://www.acpaa.cn/index.asp）にも統計データと共に掲載されている。

中華全国専利代理人協会のページには専利代理事務所の検索ページもあるので、本稿でも紹介しておきた

い。 

 

 2001 年以降、中国専利代理事務所の民営化が推し進められ多くの新興事務所が誕生した。一部は大学や

研究機関の専属の専利代理事務所が民営の代理事務所として衣替えしたところもある。2009 年に中国専利法

第３次改正があり 3)、専利代理事務所制度にも変更があった。第３次改正以前は、外国からの特許出願を扱

える「渉外専利代理事務所」の数も限られていたために、競合している企業同士が同じ専利代理事務所に出

願依頼することも普通であった。しかし、現在ではどの専利代理事務所でも外国からの、あるいは中国国内か

らの外国出願を扱えるようになった。にも拘らず、現在も特定の専利代理事務所に集中している様子は大きく

変わらない。企業によっては訴訟などコンフリクトの問題を避けるために自ら出願人を選択するケースも増えつ

つあるようにも思われるが、まだその数は少ない。 

 このように中国国内外の特許事務はどの専利代理事務所でも取扱い可能となり、出願人からすれば、これま

で特定の専利代理事務所に限定されていた選択肢が拡がることとなった。とはいっても、どの事務所がどのよう

な特徴を有し、自社にとってどのようなメリットがあるかがわからない状態では選択のしようもない。 

 そこで、2012 年 3 月時点で８７６社ある専利代理事務所から、公開特許取扱件数が多い６５社を抽出し、各種

観点から解析し、その実態を把握すると共に新たな事務所選択の、特に、日本の出願人、あるいは中国の専

利代理事務所とコンタクトのない日本の代理事務所の参考になればと、主として出願事務取扱いの数字を元

に議論して参考に供したい。 
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 本題に関するテーマについては、詳細なデータなどは不要で結論だけわかればよい、とする方も多いと思う

が、関係者の今後の参考に供すればとの考えから、敢えて詳細なデータを示したことをお許しいただきたい。 

 

３、中国専利代理人および専利代理事務所制度 

（１）専利代理制度 

 1985 年の中国専利法の施行と同時に「専利代理暫定規定」 4) が公布され、専利代理事務所（専利代理機

構）の設置、専利代理人の業務範囲などが示され、専利代理事務所が誕生した。さらに 1991 年専利法第１次

改正に合わせ、専利代理条例 5) が公布され、専利代理事務所の種類などが以下のように定義された。 

 ①渉外専利代理事務所：外国からの出願業務、外国への出願業務を扱う。当然、国内特許業務も扱う。 

・・・2009 年時点の渉外専利事務所数（６１社） 

 ②普通専利代理事務所：国内特許業務のみを扱う国内専利事務所および国内弁護士（律師）事務所 

 ③国防専利代理事務所：国防利益に関する発明専利を取扱う事務所 

  （但し、最高国家機密扱いとなった発明は国防専利局で処理され、国防専利代理事務所では出願できな

い。 （国防専利条例 6)）） 

 

 2009 年の第３次改正で、渉外専利代理事務所が廃止され、認可された専利代理事務所あるいは弁護士事

務所であればどの事務所でも国内外の専利代理業務をすることが可能となり、現在の専利代理事務所は以下

の３種類となった。数字は2012年3月末現在で事務所の分類は中華全国代理人協会の代理人事務所検索の

分類に従った。尚、定期的に中国特許庁のホームページ上で新たに設立された専利代理事務所が次々に紹

介されている（http://www.sipo.gov.cn/zldlgl/zxdt/pzslzldljg/）。 

 ①普通専利代理事務所（７６０社）  

 ②律師（弁護士）専利代理事務所（８２社） 

 ③国防専利代理事務所（３４社） 

 

 専利代理事務所の組織形態は以下とされ、個人代理事務所あるいは専利代理人（弁理士）個人が出願業務

を取り扱うことは認められていない。中国国内の出願人自ら、または個人が専利代理事務所に出願依頼するこ

とは日本と同様、可能となっている（専利法第１９条）。 

(1)パートナー制専利代理事務所 

 ３人以上のパートナーによる共同出資により設立されたもので出願事務にかかわる無限連帯責任を負う。 

(2)有限責任制専利代理事務所 

 ５人以上の共同出資者により設立されたもので出資範囲内（専利代理事務所資産をもって）での有限責任を

負う。 

 

 中国の弁理士も日本の弁理士同様、国家試験を受験して合格した後、一定の研修を受講することは変わら

ないが、その後、さらに１年以上の専利代理事務所経験を経て就業証明書（工作証）を受領してはじめて弁理

士資格が付与され、専利代理業務に従事することができる点が異なる 5)。この点に関し、兪氏は、現行法で弁

理士個人が出願事務を取り扱えない実態を憂いて、「中国に定住居所または営業場所を持たない外国人，外

国企業または外国のその他組織が中国で特許を申請する場合及びその他特許事務を処理する場合は，中国

の法によって営業を許可された弁理士に委託して処理しなければならない」と、弁理士個人にも特許事務が行

えるよう規則を変更すべきであると主張する 7) 。 

 

（２）専利代理事務所の検索 

 中国国家知識産権局の監督下にある中華全国代理人協会のホームページ内に専利代理事務所検索のペ

ージ（http://www.acpaa.cn/search_agents.asp）があるので紹介しておこう。検索ページを図１に、事務所地

域コードを表１に示した。 
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 以下の項目で検索可能となっている。事務所種別については、入力例で「渉外、普通、国防」の３種となって

いるが、第３次改正以降は「普通、律師、国防」で検索することになっており、「渉外」（改正前の内外国出願が

取扱えた渉外特許事務所）で検索しても検索できない。ホームページの修正がなされていないだけである。 

 事務所登録地は、表１に示すように地域名で入力しても地域コードで入力してもよい。検索例を図２に示す。

検索例の事務所名右の「(普通合伙)」は、普通専利代理事務所で上述したパートナー制事務所であることを示

す。 

 同一代理事務所でも出願特許を取り扱う事務所が支店などで登録地になっていないときには、登録地（通常

は本社）で検索しないとヒットしない。また、代理事務所コードは網羅されている訳でもなさそうであるので網羅

性の点では問題もある（図３）。 

 

 
図１ 専利代理事務所の検索 

 

表１ 専利代理事務所地域コード 

 

 

 

図２ 専利代理事務所検索例 
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図３ 専利代理事務所識別コードの有無 

 

 専利代理事務所に所属する専利代理人（弁理士）個人にも 11 桁の弁理士コードが 2001 年に専利代理事務

所コードと共に付与されるようになった。それは５桁の専利代理事務所コード＋５桁の専利代理人資格番号＋

１桁のコードからなる。したがって、転職して、または独立して専利代理事務所を設立した場合には弁理士コー

ドの変更が必要となる。 

 

 JETRO のホームページでは、上海の法律事務所１６社、専利・商標代理事務所１７社を各社１ページごとに

事務所概要、業務内容、訴訟・出願経験に分けて紹介している。中国すべての事務所がこのように紹介される

ようになればもっとすばらしい。（http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/firmlist/） 

 

４、中国専利代理事務所の実態 

（１）国営、公営事務所から民間事務所への移行 

 現存する専利代理事務所は、基本的には 2001 年以降に誕生した民営化事務所であるが、それ以前は、国

営または大学や研究機関専属のあるいは各地域の省および各市の公営専利代理事務所として存在した。こ

れら大学や研究機関などの専属専利代理事務所も 2001 年以降も引き続き名称を変更するなどして事務処理

を継続しているところもあるが、８１大学専属事務所のうち現在も同様の名称で事務処理しているところは、大

連理工大学など、わずか１割の９大学のみである。（表２－１） 

 

 多くは、民営化された専利代理事務所で引き続き大学の出願事務処理を扱うようになった。その１例は、浙江

大学である。2001 年出願分までは「浙江大学専利事務所」で扱っていたが、2002 年以降は、「杭州求是専利

事務所有限公司」と名称を変えて扱うようになった。杭州求是専利事務所は、浙江大学の他、杭州電子科技

大学、浙江理工大学、中国計量学院、浙江工商大学など他の大学、研究機関の事務処理も扱っているが、特

許全取扱い数の約６０％を浙江大学が占める。 

 また、上海交通大学は、「上海交通大学専利事務所」で扱っていたが、「上海交達専利事務所」と呼称変更し、

こちらでは特許全取扱い数の約９５％を上海交通大学の出願が占めている。（いずれも 2006～2011 年公開特

許のみ） 

  

 表２－１には各大学の 1985 年以降の専利代理事務所（80 を超える大学が専属の専利代理事務所を有して

いた）の出願取扱推移を示し、同一大学名で引き続き事務処理している大学をマークして示した。同一大学名
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で事務処理しているところは、そのほとんどが「○○大学専利事務所」から「○○大学専利中心（センター）」と

呼称変更をしている。 

 2012 年時点で出願事務を取扱っている９大学専利代理事務所のうち、重慶大学専利センター以外の８大学

専利センターは、いわゆる国防専利代理事務所に指定されている。 

 

表 2－１ 中国大学専利事務所特許出願取扱推移（出願年）

 

 

表２－２には、中国科学院と各省、各市に存在した専利代理事務所の推移を示した。ここでも 2001 年以前

の名称で出願事務を取扱っているところはごくわずかであり、中国科学院では西安専利センターが国防専利

代理事務所として存続しているのみで多くは民営事務所となった。中国科学院専利代理事務所であったところ

で民営化後も多くの出願事務を取扱っている代表的な事務所は中科専利商標代理有限責任公司である。特

に日本のクライアントは全取扱量の５０％を超える（したがってコンフリクトも多い）。 

 20 以上存在した各省の事務所として残存しているのは、江西省、青海省、甘肃省のみであり、１００を超えた

各地域の市専利代理事務所では包头市専利代理事務所および赤峰市専利代理事務所のみとなっている。 

 

表２－３には、国防専利代理事務所３４社についても同様に調べた結果を示した。 

 人民解放軍専利代理事務所も 2001 年以前は１８あったが、その内の５事務所が国防専利代理事務所として

残存し、人民解放軍関係の多くの出願は、現在では民営の専利代理事務所で扱われている（人民解放軍専

利代理事務所であったところが衣替えして民営化した事務所も含む）。もっとも、国防専利代理事務所では、

国防関係の出願のみを扱っている訳ではなく、通常の出願事務も取扱っている。 

 （参考）人民解放軍関係の出願の内、国防専利代理事務所で扱う出願は、わずか１０％程度である（2010 年

出願で公開になった特許では 1335 件中 112 件であった）。後掲参考図１～４に人民解放軍の出願推移と出願

分野を概観した図を示した。ほとんどの出願がバイオや医薬関係の出願である。 
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表２－２ 中国研究機関、各省専利事務所特許出願取扱推移（出願年） 

 

 

表２－３ 国防専利事務所特許出願取扱推移（出願年） 

 

 表２－１、表２－２は、1985 年～2001 年に出願された特許件数総数でそれぞれランキングした。中国では実

用新案も重要なので実用新案数も加味する必要もあるかと思われるが割愛した。また、図表中の事務所名の
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表記は簡体字のままとした（以下の図表中でも同様）。2002 年以降、出願件数がゼロ件の場合には見やすさを

考慮して空白とした。 

 

（２）専利代理事務所ランキング 

 中華全国専利代理人協会ホームページに掲載の専利代理事務所８７６社のうち、1990 年から 2010 年に公開

および登録された特許、実用新案取扱い件数ＴＯＰ６５社（表３)の専利代理事務所について詳細を解析した。 

 

表３ 専利代理事務所ランキング(1990-2010 公開特許＋実案) 

 

 

６５社はこの期間に公開特許を３０００件以上取扱った事務所であり、ランキングは「公開特許＋実用新案」の

合計数が多い順に並べた。表３に示した事務所名は最新の事務所名とし、検索時に旧社名も明らかな場合に

はそれも同時に使用した。また、従前の渉外事務所、国内事務所の区別はしていない。 

 ６５社の 2000 年以降の出願推移の詳細を別表１に示した（65 社全体の状況は割愛した）。別表１には、特許

登録率や実案比率、意匠比率など後述するデータも併せて収録しているが、それらも割愛している。尚、本文

中や図表中では、各事務所の「知识产权代理有限公司」や「专利代理有限公司」などの法人格は略して示し

ている。 

 

別表１．専利代理事務所取扱推移 
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 1990 年以降２１年間の特許取扱数で見ると 10000 件以上取扱っている事務所は、わずか１９社である。１９社

の内３社は、いずれも 2003 年以降（出願取扱いは 2001 年以降）の新興事務所である。 

また、上位４社は、いわゆる 2000 年以前から国営として運営されてきた事務所である。取扱開始年は必ずし

も営業開始年を示すものではない。 

 先に示した JETRO 報告書 2) も１５ページに取扱い案件上位２０社（２００５年当時）の渉外特許代理事務所の

リストを挙げているが、JETRO 報告書では「総案件数の順位」としているので「公開特許＋実案＋意匠」の取扱

い数と思われるが、５年以上経っているのでそのランキングも表３とは異なるものとなっている。 

 

（３）専利代理事務所識別コード検索 

 2001 年以降は、すべての専利代理事務所に識別コードが付与されており、SIPO および CNIPR 両専利デー

タベースでも検索できることとなっているので、事務所コード検索と事務所名検索いずれで検索しても同一の

検索結果が得られるかどうか調べた。 

 

 表４（1990～2010 年公開特許、実用新案）に示したようにすべての専利代理事務所について識別コードだけ

では検索が不十分であることがわかった。これは図３に示すように、専利代理事務所検索フィールドすべてに

識別コードが付与されている訳ではないためである。したがって、専利代理事務所の検索は、名称で検索する

必要があることが確認できた。 

 

 さらにデータベース上、事務所コード付与はいつ頃からなされているかを調べた結果、2010 年公開・登録分

以降であり、完全に付与されるようになったのは 2011 年公開・登録分以降であることも明らかになった（表５）。

（2000 年以前にも数件付与されているのが散見される。） 

 専利代理事務所識別コードは、北京 11000 番台、天津 12000 番台、河北 13000 番台、上海 31000 番台、浙

江 33000 番台、四川 51000 番台、香港 72000 番台などと登録（登記）地ごとに付与されている（表１参照）。 

 

表４ 代理事務所コード検索と名称検索(1990-2000) 
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表５ 専利代理事務所コード付与の推移 

 

 

（４）出願取扱推移と特許登録率等ランキング 

 さらに６５社について2000～2010年（発行年）各年の公開特許、登録特許、実用新案、意匠の取扱件数推移

を調べた（別表１）。６５社のうち、2000 年以前から活動している事務所は１９社であり（取扱ＴＯＰ ５００社中でも

約１割の５５社である。）、そのほとんどは 2001 年以降業務を開始した新興事務所である。旧国営の大学や研

究機関、各省、各市の事務所が衣替えした事務所もあると思われるが未確認である。 

 

① 特許登録率ランキング 

 2000～2010 年（発行年）１１年間の取扱数を基に、かなり荒っぽい評価であるが、「登録特許件数／公開特

許件数＝登録率」とし、登録率５０％以上についてランキングを出してみたのが表６である。取扱件数約３０００

件と少ないが、登録率７５％の北京三幸商標が飛び抜けている。 

 

表６ 特許登録率ランキング 

 
 

②実用新案取扱いランキング 

 実用新案取扱数 10000 件以上の事務所についてランキングしたのが表７である。 

実用新案取扱数が特許取扱数を上回っている事務所は、北京科龙寰宇など１１事務所であった。 

 

③意匠取扱いランキング 

 意匠取扱についても同様に、TOP５についてランキングしたのが表８である。 
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意匠取扱い比率の高い専利代理事務所の多くは外国からの出願を取扱っていない国内クライアントが多い事

務所に集中している。 

 

表７ 実用新案取扱いランキング  表８ 意匠取扱いランキング 

 

 

（５）ＩＰＣ分野別の特徴 

 各専利代理事務所における取扱い案件の分野別特徴についてＩＰＣ分類の観点から公開特許と実用新案に

ついて調べた（各事務所取扱データの掲載は割愛した）。 

 

特許では、全体的にＨ分野の比率が高く、出願の絶対数も少ないＤ、Ｅ、Ｆ分野については、各社とも取扱

い比率も低い。各分野を重点的に取扱っている専利代理事務所の概略は以下のようである。数字は各事務所

の全分野取扱数に対する割合である。 

 

Ａ分野：北京路浩（３４％）、北京北翔（３０％） 

Ｂ分野：苏州创元（３０％） 

Ｃ分野：上海正旦（５１％）、武汉永嘉（４９％）、南京知识律师（４３％） 

Ｄ分野：特になし、取扱い件数ゼロの代理事務所は６５社中８社もあった。 

Ｅ分野：特になし 

Ｆ分野：天津才智（５３％）、天津三元（４０％） 

Ｇ分野：律诚同业（４５％）、北京铭硕（４３％）、隆天国际（４２％） 

Ｈ分野：同达信恒（８０％）、北京德琦（７４％）、北京凯特来（７２％） 

その他、Ｈ分野の比率が４０％を超える専利代理事務所は１７社あった。 

 

実用新案では、ほとんどの事務所でＣ分野は５％以下と低く、Ｈ分野の登録も低い。最も登録率が高いのは

Ｆ分野であり、Ｆ分野の中でも广州粤高（２９％）、北京尚诚（２８％）の２社の取扱い率が高かった。 

 

（６）外国特許取扱い専利代理事務所（日本、韓国、米国について） 

 外国のうち、日本、韓国、米国の３国について国別のクライアントがどの程度偏っているかについて調べてみ

たのが表９-１と図４である。また、３国の取扱いＴＯＰ５専利代理事務所の TOP 出願人を表１０に示した。 

 

 北京尚誠と北京林達については、全取扱件数の実に８０％以上が日本のクライアントである。また、华誠律師

についても７３％が日本のクライアントであり、いかに日本にターゲットを絞っているかがわかる。 

 

 表９-１の日本のクライアント取扱数ＴＯＰ８社について、2000 年以降の推移を見たのが図５である。さらに８社

のうち、上位４社のクライアントごとの出願推移を図６－１～図６－４に示した。 

 図５から日本のクライアント取扱数は中科専利が群を抜いているが、2005 年以降進出してきた北京林達劉と

北京尚誠が急激にそのシェアを伸ばし、中科専利のシェアに食い込んでいることがわかる。 

 ３国の取扱い実数をランキングしたものを表９-２に示した。実数からみるとやはり大手専利代理事務所の取
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扱い数にはかなわない。 

 

表９-１ 全取扱数に対する３国取扱率（公開特許）      表９-２ ３国 取扱い実数ランキング 

 

 

図４ 全取扱数に対する３国の取扱率（公開特許） 

 

 

表１０ ３国特許取扱比率ＴＯＰ５専利代理事務所の TOP 出願人 
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図５ 日本のクライアント取扱数ＴＯＰ８社取扱推移（2000-2010 公開特許） 

 

 

図６－１ 中科専利・上位クライアント出願推移 

 

 

図６－２ 中国国际・上位クライアント出願推移 



 14

 

図６－３ 北京三友・上位クライアント出願推移 

 

 

図６－４ 北京林达刘・上位クライアント出願推移 

 

さらに、専利代理事務所６５社の各社ＴＯＰ３０クライアントリスト（2006～2011 年の公開特許でランキングし

た）を別表２に示した。 

 別表２の各事務所名右横の数値は、2006～2011 年取扱公開特許件数であり、出願人名右横の数値は、

2006～2011 年の各事務所で取扱った件数である。日本のクライアントを茶色、韓国のクライアントを青色、欧米

のクライアントを緑色で識別できるようにしたがモノクロの場合には識別できないかもしれない。一見するとほと

んどの事務所に色がついたが、国内のクライアントのみを扱っている事務所を割愛したこともあり、そのほとんど

がいわゆる旧渉外専利代理事務所であったところである。 

 

（７）専利代理事務所とコンフリクト 

 出願人の立場で専利代理事務所を選定する場合の指標の１つは、競合他社とのコンフリクトである。専利代

理事務所のコンフリクトについて、日本の出願人を中心に電気、自動車、化学、鉄鋼関係各社について示した

ものが、表１1－１～表１1－４である。見やすくする目的で、表の中で比較的出願数の多い専利代理事務所部

分をマークした。 

 

 日本出願人の多くが全体の出願取扱数の多い専利代理事務所に集中してコンフリクトが生じていることが分

かるが、競合他社が選択していない事務所を選んでいる様子も一部では覗える。これら取扱数の多い中国専
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利代理事務所数社の担当者にヒアリングしてみると、いずれも「出願依頼があった場合にコンフリクトの可能性

があるときには、案件（事業分野）ごとに『現在競合している○○社のものを扱っています』と誠実に対応してい

ます」とのことで一見問題がないようにも思われる。 

 また、出願取扱数の多い専利代理事務所各社は日本（外国）からの出願事務経験が豊富でオフィスアクショ

ンや訴訟対応さらには行政対応にも慣れていること、何といっても日本語に堪能な担当者を抱えているので必

然的に選択されることになる。各事務所の言語スキル（日本語、韓国語、英語対応担当者の存在）とＴＯＰクラ

イアントの関係は表９－１と図４および別表２からもある程度読み取ることができる。韓国出願人を集中して取り

扱っている北京铭硕（三星電子関連会社など韓国系）、欧米出願人を多く取り扱っている北京律盟（クァルコム

など欧米系）と日本の出願人とのコンフリクトはほとんどない。 

 

 当然のことながら中国国内の出願人は、海外特許を扱ってきた、いわゆる旧渉外専利代理事務所だけでなく、

日本語や英語に対応した担当者がいない、いわゆる旧国内専利代理事務所を積極的に活用している。別表２

に示した華為技術（ファーウェイ）、中興通訊（ＺＴＥ）、浙江大学など中国特許出願数の１、２位を争う企業をは

じめ、表１２－４に示した宝山鋼鉄、武漢鋼鉄など大手企業も日本や韓国、欧米出願人が選択していない専利

代理事務所も選んでいる。翻訳などの必要性がないからであろう。 

 

表１１－１ 電気関係各社の中国代理事務所 
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表１１－２ 自動車関係各社の中国代理事務所 

 
 

表１１－３ 化学関係各社の中国代理事務所 

 



 17

表１１－４ 鉄鋼関係各社の中国代理事務所 

 
 

（８）専利代理事務所利用率 

 最初に触れたように、外国出願人の場合には、中国国内の専利代理事務所を利用せざるを得ないが（専利

法第１９条）、中国国内出願人の場合には専利代理事務所を利用せずに出願することもできる。日本では個人

出願や、いわゆる社内弁理士による社内処理が行なわれているのと同様に中国国内の専利代理事務所を使

用していないケースがどの程度あるかについて調べた。 

 

 2000～2010 年の公開特許、実用新案などについて専利代理事務所取扱数を見たのが表１２－１である。公

開特許では８０％台、実用新案と意匠では７０％台の利用率である。やはり、専利代理事務所は１００％利用さ

れている訳ではないことがわかる。 

 

表１２－１ 専利代理事務所利用率（全体） 

 
 

そこで、中国・台湾企業、中国の大学・研究機関、外国企業の別に、いずれも 2010 年の公開件数が多い企

業、研究機関について専利代理事務所の利用度合いを調べた。 

 表１２－２の中国・台湾企業の専利代理事務所利用率からわかることは、鴻海精密工業および該社と共願関
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係にある富士康・电脑、富准精密工業（直接の共願関係はない）や富泰宏精密工業、比亚迪（ＢＹＤ）など特定

の企業は全く専利代理事務所を利用していないことである。社内処理などで出願しているのであろう。表中の

空白部分は出願がないところである。 

 

 このように社外の専利代理事務所を利用しないのは中国国内企業の一部であるが、それが各社の出願方針

の１つであるのかどうか、鴻海精密工業と共願関係にある関連企業について調べてみた。図７に該社の特許･

実案共願関係を示した。鴻海精密工業の実質的な子会社である鸿富錦精密工業と共願しているいくつかの企

業（鴻海精密工業と直接の共願関係にはない会社も含む）についても調べ、表１３－３に示した。 

 予想したように鴻海精密工業関係各社のほとんどは専利代理事務所を利用せずに出願手続きをしているこ

とがわかった。 

 

表１２－２ 専利代理事務所利用率（中国・台湾企業） 

 

 

表１２－３ 鴻海精密工業関係の専利代理事務所利用率 
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同様に中国の大学、研究機関について調べた結果を表１２－４に示した。大学・研究機関においては、一部

で意匠出願について専利代理事務所を利用していないところもあるが、特許や実案について全く利用してい

ないところはなかった。 

 研究機関として中国科学院と人民解放軍を挙げたが、いずれも中国科学院の場合には、化学研究所、力学

研究所、金属研究所など、人民解放軍の場合には、军事医学科学院、第二军医大学、国防科学技术大学な

ど多くの研究機関、大学が存在するが、それらは１つにまとめてデータを取得した。 

 

表１２－４ 専利代理事務所利用率（中国大学） 

 

 

 さらに、2010 年中国公開特許件数ＴＯＰ２０の外国出願人についても同様に調べた結果を表１２－５に示した。

当然のことながら専利代理事務所利用率はすべて１００％であった。 

 

表１２－５ 専利代理事務所利用率（外国企業） 
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５、まとめ 

 以上のように中国専利代理事務所の実態の一端を事務取扱数の観点からみてきた。2001 年以降、民営化

方針により専利代理事務所が急増し、民営化以降、特に 2005 年以降は急激な出願件数の増加とも相俟って

各事務所ともその依頼件数を増加させている様子を明らかにした。 

 2001 年にそれまでの国営、公営代理事務所のほとんどが民営化され、代理事務所コードも付与されたが、デ

ータベースには 2010 年以降のデータしか反映されていないなど、出願件数の急増と国際対応のため関係法

や特許制度も急速に整備されつつある中、情報を引き出すデータベースの整備が追いついていないきらいが

ある。 

 

 2000～2010 年の 11 年間の出願取扱いデータを元に特許登録率、実用新案、意匠取扱い、およびＩＰＣ分野

別の特徴についても簡易な評価をしてみたが、年々取扱い状況も変化していることを考慮すると取扱いの推移

も示した方がよかったかもしれない。 

 

 同一事務所のコンフリクトについても、特に、旧渉外専利代理事務所に取扱いが集中していたこと、民営化

以降、新興事務所が積極的に日本の出願人などにアプローチした結果とも相まって競合他社のコンフリクトが

生じている。しかし、最近は出願人自らがコンフリクトを考慮した事務所選択の様子も窺える。 

 

 また、中国国外出願人については中国の専利代理事務所を介して出願しなければならないが、国内の出願

人については、特定の企業グループ全体で事務所を利用せず、社内処理により出願処理しているなど、出願

戦略とも受取れる状況も明らかにした。 

 

 いくつかの図表については本文中に挿入できなかったので見づらくなったが、特に、別表２の事務所６５社の

ＴＯＰ３０クライアントリストについては、本稿ではその一部しか紹介できなかった。2000 年以降 11 年間の各事

務所取扱数 50 件以上の手元リストは、機会を改めて、中国表記出願人を日本語に変えるなど見やすくして資

料集として公開したい。 

 

 最後に、中国（外国）の専利代理事務所を選択する場合には、当然、専利代理事務所としての知識や経験

が豊富であることは言うまでもないが、支障なく出願して実効ある権利を獲得するためには、以下のような点が

重要であると考える。 

・日本語に堪能な担当者がいるか。 

・日本語から中国語、英語から中国語への翻訳がスムーズにできるか。 

・特許庁からのＯＡ対応に問題がないか。 

・登録率など成功率が高いか。 

・訴訟になったときの訴訟対応は大丈夫か（訴訟経験が豊富か） 

・過去の知財訴訟で問題はなかったか。 

・事業を開始する場所に近い所在地に専利代理事務所が存在するか。 

・地域行政機関とのパイプを持っているか。 
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６、別表２ 専利代理事務所ＴＯＰ３０クライアント（中国語表記） 

 代理事務所略称の右の数字は 2006-2011 年公知日基準の代理事務所公開特許数 

 各クライアント右の数字は同公知日基準のクライアント公開特許数 

 色別の種別は以下の国別を表した。 

   

 

別表２－１ 

 

 

別表２－２ 
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別表２－３ 

 

 

別表２－４ 
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別表２－５ 

 

 

別表２－６ 

 



 24

別表２－７ 

 

 

別表３ 専利代理事務所ＴＯＰ１５クライアント 

 少々くどいようであるが、上記別表２の中国語表記中の中国内国出願人以外の外国出願人について日本語、

英語にしたものを、ＴＯＰ１５クライアントのみを取り上げ、別表３とした。 
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７、参考図 

 

参考図１ 人民解放軍出願推移 

 

 
参考図２ 人民解放軍出願推移 
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参考図３ 人民解放軍出願分野 

 

 

参考図４ 人民解放軍出願分野 

 

 

 

 

８、参考文献 

1)・中国専利代理人制度の紹介（楊黎峰 2008）  

http://www.kingandwood.com/article.aspx?id=patent-agent-system-china&language=ja 
 ・法律規定の改正により中国特許代理制度の調整を図る（林達劉(北京)翻訳株式会社 2011） 
  http://www.lindaliugroup.com/web/03/jp_news_read.asp?id=4770 
 ・日本の特許事務所を紹介した「特許事務所年鑑」（株式会社アップロード）が毎年発行されている

が、中国の特許事務所は紹介されていない。中国の特許事務所を紹介したものとして 2003 年に「弁理

士情報年鑑(日本と中国の特許事務所ガイド)」（株式会社エイバックズーム）が刊行され、その中で中

国の旧渉外特許事務所（内外国の特許を扱える事務所）４１社が紹介されているが、情報が古くなっ

ており 2009 年の第３次専利法改正に併せた改訂版も出されていない。 
2)中国弁理士制度(JETRO 北京訳 2006) 
 http://www.jetro-pkip.org/upload_file/2007033033438923.pdf 
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3)中国専利法第３次改正（専利代理事務所に関する部分） 
【改正前】 
第十九条 中国に定住住所又は営業所を持たない外国人、外国企業あるいはは外国のその他の組織が

中国で特許を申請する場合及びその他の特許事務を処理する場合は、国務院特許行政部門が指定した

特許代理機関に委託して処理しなければならない。 
 中国の法人又は個人が国内で特許を出願する場合及びその他の特許事務を処理する場合は、特許代

理機関に委託して処理することができる。 
【改正後】 
第十九条 中国に定住住所又は営業所を持たない外国人、外国企業あるいはは外国のその他の組織が

中国で特許を申請する場合及びその他の特許事務を処理する場合は、法によって設立された特許代理

機関に委託して処理しなければならない。 
 中国の法人又は個人が国内で特許を出願する場合及びその他の特許事務を処理する場合は、法によ

って設立された特許代理機関に委託して処理することができる。 
 
 つまり、改正前は外国からの出願手続き、または、中国国内からの外国出願は国から認定された「渉

外専利代理事務所」が取扱うことと定められていたが、改正後はどの事務所でも内外国の専利事務を

扱えるようになった。 
 
 中国専利法の解説や第３次改正に関する日本語による論稿は数も多く、そのすべてを紹介しきれな

いが、「知財部調査室・アジアの特許情報」のページで関連文献を紹介しているので参照いただきたい。

（http://www.geocities.jp/patentsearch2006/asia.html） 
4)専利代理暫定規定 
 中国特許代理暫定規定の改正について（魏 啓学  パテント 44(7), p72-82, 1991） 
5)専利代理条例 
 「弁理士とは、「弁理士資格証」を有し、「弁理士工作証」を有するものである」、とあり、弁理士試

験に合格して研修を受けた後、弁理士資格証を取得して１年以上専利代理事務所（専利代理機構）経

験を経て就業証明としての弁理士工作証を取得して初めて専利代理事務所において弁理士として従事

することができる。（専利代理条例 第三章） 
 専利代理条例（中国語版） 
 http://www.sipo.gov.cn/zldlgl/fgygz/200808/t20080820_415645.html 
 2011 年に出された「専利代理条例改正案」パブリックコメント募集に対し、中国日本商会（1991
年に認可された在中国日本商工会議所）は、専利代理人資格は外国人でも取得できるようにと、修正

意見を提出している。（http://www.cjcci.biz/public_html/100928-2.pdf） 
6)国防専利条例（JETRO 北京訳 2004） 
 http://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20040917.pdf 
 国防専利条例（中国語版） 
 http://www.jincao.com/fa/13/law13.22.htm 
7)中国新特許法に残された問題点（兪風雷 国際知的財産セミナー2009） 
 http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/activity/pdf/18/11.pdf 
 

以上 


